
平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
日
提
出

質

問

第

一

三

九

号

公
立
病
院
の
経
営
安
定
化
の
方
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

橘

慶

一

郎

139



公
立
病
院
の
経
営
安
定
化
の
方
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

公
立
病
院
は
、
地
域
医
療
圏
の
中
核
的
役
割
を
担
い
、
住
民
の
安
全
・
安
心
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
近
年
の
医
療

を
巡
る
情
勢
の
変
化
の
中
で
経
営
状
況
が
厳
し
く
な
り
、
総
務
省
に
お
い
て
平
成
二
十
年
度
に
「
公
立
病
院
改
革
プ
ラ
ン
」
の

作
成
・
実
行
を
指
導
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
公
立
病
院
の
経
営
安
定
化
の
方
策
に
関
し
、
次
の
項
目
に
わ

た
り
質
問
す
る
。

�

公
立
病
院
の
経
営
が
厳
し
く
な
っ
て
い
る
要
因
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
総
務
省
の
見
解
を
伺

う
。

�

こ
の
取
組
を
進
め
る
上
で
、
総
務
省
と
厚
生
労
働
省
と
の
連
携
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま

れ
て
い
る
の
か
伺
う
。

�

経
営
圧
迫
の
一
つ
の
要
因
と
し
て
、
医
師
不
足
に
よ
る
医
業
収
入
の
減
少
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
公
立
病
院
に
お
け
る
医

師
不
足
の
実
態
に
つ
い
て
、
総
務
省
と
し
て
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
て
い
る
の
か
伺
う
。

�

新
医
師
臨
床
研
修
制
度
は
、
地
方
で
の
研
修
希
望
者
が
受
け
入
れ
枠
に
満
た
ず
、
地
方
の
医
師
不
足
の
原
因
の
一
つ
と
さ

れ
て
い
る
。
社
団
法
人
日
本
医
師
会
に
お
い
て
本
年
十
月
十
四
日
、
地
域
で
医
師
不
足
を
育
て
る
視
点
で
の
改
革
提
言
も
な

一



さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
地
方
に
お
け
る
医
師
不
足
の
原
因
を
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か

伺
う
。

�

新
医
師
臨
床
研
修
制
度
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
見
直
す
考
え
は
な
い
の
か
伺
う
。

�

社
団
法
人
日
本
医
師
会
の
提
言
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
と
し
て
の
見
解
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

二


